
 

○情報公開規程 

   （平１６規程第２５号 平成１６年４月１日） 

 改正 平１７規程第９号 平成１７年４月１日 

    平１８規程第１８号 平成１８年８月１日 

    平１８規程第７１号 平成１９年３月１３日 

    平１９規程第６７号 平成１９年９月２１日 

    平２１規程第１７号 平成２１年７月２８日 

    平２１規程第５１号 平成２２年３月１７日 

    平２２規程第４９号 平成２３年３月２９日 

    平２６規程第６号 平成２６年５月１３日 

    平２６規程第６６号 平成２７年３月３１日 

    令３規程第７３号 令和４年３月３１日 

    令５規程第３号 令和５年６月１日 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年

法律第１４０号。以下「法」という。）及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関

する法律施行令（平成１４年政令第１９９号。以下「施行令」という。）に基づき、国

立研究開発法人海洋研究開発機構（以下「機構」という。）が保有する情報の一層の公

開を図り、もって機構の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目

的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において使用する用語は、法又は施行令において使用する用語の例に

よる。 

 

第２章 公開の体制 

 

（情報公開委員会） 

第３条 機構に、情報公開委員会を設ける。 

２ 情報公開委員会は、機構が開示請求を受けた法人文書について、全部開示、部分開



 

示又は全部不開示の決定（以下「開示決定等」という。）の審議及び機構の情報公開に

関する事項の審議を行う。 

３ 情報公開委員会の詳細については、細則に定める。 

 

（情報公開担当課） 

第４条 機構の情報公開を担当する課（以下「情報公開担当課」という。）は、総務部

法務・コンプライアンス課とする。 

２ 情報公開担当課以外の部署は、その部署が保有する法人文書についての開示請求や

情報提供の依頼があった場合には、情報公開担当課に積極的に協力しなければならない。 

 

（情報公開閲覧室） 

第５条 情報公開担当課は、情報提供、開示請求の受付及び開示の実施のため、情報公

開閲覧室を設ける。 

２ 情報公開担当課は、情報公開閲覧室に、情報提供等に必要な設備及び資料等を設置

しなければならない。 

 

第３章 開示請求、開示決定等、開示の実施 

 

（開示請求） 

第６条 法第４条の規定による開示請求書は、情報公開担当課で受け付けるものとする。 

２ 開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間

を定めて、その補正を求めるものとする。 

  

（関係部署への通知） 

第７条 前条の規定により開示請求を受け付けたときは、情報公開担当課は、開示請求

を受けた法人文書を保有する部署（以下「所管課室」という。）に対して、開示請求を

受けた旨通知しなければならない。 

 

（開示案の作成） 

第８条 前条の規定により通知を受けたときは、所管課室は、情報公開担当課と協議の

上、法第５条に規定する不開示情報を除いた開示すべき記録媒体の案を作成し、情報公

開委員会に附議しなければならない。ただし、法人文書の全部を開示する場合で、かつ、

開示することにつき疑義が生じない明確なものである場合には、この限りでない。 

 



 

 （開示決定等） 

第９条 前条の規定により情報公開委員会が附議を受けたときは、情報公開委員会は、

法の趣旨に則り、速やかに開示決定等の審議を行い、その結果を理事長に報告しなけれ

ばならない。 

２ 理事長は、前項の結果を受け、速やかに開示決定等を行わなければならない。 

 

 （開示の実施） 

第１０条 機構は、法人文書の開示の実施方法については、法及び施行令に定めるもの

のほか、開示の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

２ 情報公開担当課及び所管課室は、開示の実施にあたっては、開示請求者の便宜を図

るよう努めなければならない。 

 

 （手数料） 

第１１条 機構は、法第１７条第１項の規定により、開示請求に係る手数料（以下「請

求手数料」という。）又は開示の実施に係る手数料（以下「実施手数料」という。）を開

示請求者又は法人文書の開示を受ける者に求めることができる。 

２ 請求手数料及び実施手数料については、規則で定める。 

３ 機構は、法第１７条第３項の規定により、前項の実施手数料を減額し、又は免除す

ることができる。 

 

第４章 開示請求者等からの審査請求等 

 

 （開示請求者等からの審査請求） 

第１２条 機構は、法第１８条第１項の規定により、開示決定等又は開示請求に係る不

作為について不服のある者（以下「審査請求人」という。）から審査請求を受けたとき

は、情報公開委員会を直ちに開催し、当該審査請求に係る対応について審議しなければ

ならない。 

２ 理事長は、前項の審議に基づき、速やかに当該審査請求に係る対応についての決定

を行わなければならない。 

 

 （情報公開・個人情報保護審査会への諮問） 

第１３条 前条第２項の決定が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、機構は、法

第１９条第１項に基づき情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 

（１）審査請求が不適法であり、却下する場合 



 

（２）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る法人文書の全部を開示す

ることとする場合（当該文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。） 

２ 前項の規定により諮問した場合、機構は、法第１９条第２項各号に定められた者に

対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

 

 （裁決） 

第１４条 機構は、前条の規定により諮問した審査請求につき、情報公開・個人情報保

護審査会から答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない。 

２ 機構は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合には、法第２０条が準用す

る法第１４条第３項に規定する手続を行うものとする。 

（１）開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

（２）審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る法人文書の全部を開示する旨の決定

を除く。）を変更し、当該審査請求に係る法人文書を開示する旨の裁決（第三者である

参加人が当該法人文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。） 

 

第５章 補則 

 

（法人文書の管理） 

第１５条 機構は、機構の保有する法人文書を適正に管理しなければならない。 

２ 機構が保有する法人文書の管理については、法人文書管理規程（平２２規程第４８

号）に定める。 

 

 （補則の制定） 

第１６条 この規程に定めるものの他、この規程を実施するに当たって必要な事項は、

規則、細則及び業務マニュアルで定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１７規程第９号） 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１８規程第１８号） 

 この規程は、平成１８年８月１日から施行する。 



 

 

   附 則（平１８規程第７１号） 

 この規程は、平成１９年３月１３日から施行する。 

 

   附 則（平１９規程第６７号） 

 この規程は、平成１９年９月２１日から施行する。 

 

   附 則（平２１規程第１７号） 

 この規程は、平成２１年８月１日から施行する。 

 

   附 則（平２１規程第５１号） 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２２規程第４９号） 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２６規程第６号） 

 この規程は、平成２６年５月１５日から施行する。 

 

   附 則（平２６規程第６６号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令３規程第７３号） 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令５規程第３号） 

 この規程は、令和５年６月１日から施行する。 


